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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源であるモータと、
　使用者によりオン・オフ操作される第１操作スイッチと、
　電源からモータへの通電経路上に設けられ、少なくとも１つの半導体スイッチング素子
からなり、入力される駆動信号に応じてオン・オフすることにより該通電経路を導通・遮
断する第１半導体スイッチ手段と、
　前記第１操作スイッチがオフされているときは前記第１半導体スイッチ手段をオフさせ
るための前記駆動信号を前記第１半導体スイッチ手段へ出力して前記第１半導体スイッチ
手段をオフさせることにより前記通電経路を遮断させ、前記第１操作スイッチがオンされ
ているときは前記第１半導体スイッチ手段をオンさせるための前記駆動信号を前記第１半
導体スイッチ手段へ出力して前記第１半導体スイッチ手段をオンさせることにより前記通
電経路を導通させる駆動手段と、
　前記第１半導体スイッチ手段とは別に、前記通電経路上に該第１半導体スイッチ手段と
直列に設けられ、少なくとも１つの半導体スイッチング素子からなり、入力される制御信
号に応じてオン・オフすることにより該通電経路を導通・遮断する第２半導体スイッチ手
段と、
　前記駆動手段とは別に設けられ、前記第２半導体スイッチ手段をオン・オフさせるため
の前記制御信号を該第２半導体スイッチ手段へ出力する制御手段と、
　を備え、
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　前記第１半導体スイッチ手段は、前記制御手段から出力される前記制御信号には依存せ
ず、前記駆動手段から出力される前記駆動信号に従ってオン・オフされ、
　前記第２半導体スイッチ手段は、前記駆動手段から出力される前記駆動信号には依存せ
ず、前記制御手段から出力される前記信号に従ってオン・オフされる
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項２】
　請求項１記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチがオフされているときの前記第１半導体スイッチ手段の導通状態
を検出する導通状態検出手段を備えている
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項３】
　請求項２記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチのオフ時に前記導通状態検出手段によって前記第１半導体スイッ
チ手段が導通状態であると検出された場合に該第１半導体スイッチ手段が故障している旨
の報知を行う報知手段を備えている
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチのオフ時に前記導通状態検出手段によって前記第１半導体スイッ
チ手段が導通状態であると検出された場合に前記第２半導体スイッチ手段を強制的にオフ
させる強制オフ手段を備えている
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項５】
　請求項１～４何れかに記載の電動工具であって、
　前記制御手段は、前記第１操作スイッチの状態に応じて動作し、前記第１操作スイッチ
がオフされているときは前記第２半導体スイッチ手段をオフさせるための前記制御信号を
出力して前記通電経路を遮断させ、前記第１操作スイッチがオンされているときに、前記
モータへ通電するための前記制御信号を出力する
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項６】
　請求項１～４何れかに記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチとは別に、使用者によりオン・オフ操作される第２操作スイッチ
を備え、
　前記制御手段は、前記第２操作スイッチの状態に応じて動作し、前記第２操作スイッチ
がオフされているときは前記第２半導体スイッチ手段をオフさせるための前記制御信号を
出力して前記通電経路を遮断させ、前記第２操作スイッチがオンされているときに、前記
モータへ通電するための前記制御信号を出力する
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項７】
　請求項１～４何れかに記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチとは別に、使用者によりオン・オフ操作される第２操作スイッチ
を備え、
　前記第１半導体スイッチ手段は、前記第１操作スイッチ及び前記第２操作スイッチのい
ずれか一方でもオフされているときはオフして、該各操作スイッチの双方がオンされてい
るときにオンするよう構成されており、
　前記制御手段は、前記第１操作スイッチ及び前記第２操作スイッチのいずれか一方でも
オフされているときは前記第２半導体スイッチ手段をオフさせるための前記制御信号を出
力して前記通電経路を遮断させ、前記各操作スイッチの双方がオンされているときに、前
記モータへ通電するための前記制御信号を出力する
　ことを特徴とする電動工具。
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【請求項８】
　請求項６又は７記載の電動工具であって、
　使用者が当該電動工具を使用する際に両手のうち一方の手で把持する第１把持部材と、
　前記使用する際に両手のうち他方の手で把持する第２把持部材と、
　を備え、
　前記第１操作スイッチ及び前記第２操作スイッチはそれぞれ、前記第１把持部材又は前
記第２把持部材のいずれかに設けられている
　ことを特徴とする電動工具
【請求項９】
　請求項８記載の電動工具であって、
　当該電動工具は、
　前記モータが収納されたモータ収納部と、
　前記モータへ電源を供給する電源供給部と、
　草を刈り払うための、前記モータの駆動力により回転する刈刃と、
　所定の長さを有する棒状の部材であって、一端側に前記モータ収納部及び前記電源供給
部が設けられ、他端側に前記刈刃が回転可能に設けられた主支持部材と、
　を備えた草刈機であり、
　前記第１把持部材及び前記第２把持部材はいずれも前記主支持部材に設けられており、
　前記第１操作スイッチ及び前記第２操作スイッチはそれぞれ、前記第１把持部材又は前
記第２把持部材のいずれかにおいて、使用者が該把持部材を把持した状態で操作できるよ
うに設けられている
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項１０】
　請求項８記載の電動工具であって、
　前記第１操作スイッチは、前記第１把持部材又は前記第２把持部材のうちいずれか一方
において、使用者が該把持部材を把持した状態で操作できるよう、且つ使用者が当該第１
操作スイッチから手を離しているときにはオフされるように設けられ、
　前記第２操作スイッチは、前記第１把持部材又は前記第２把持部材のうち、前記第１操
作スイッチが設けられていない他方において、使用者が該把持部材を把持した状態で操作
できるよう、且つ使用者が当該第２操作スイッチから手を離しているときにはオフされる
ように設けられている
　ことを特徴とする電動工具
【請求項１１】
　請求項１～１０何れかに記載の電動工具であって、
　前記モータは、直流電源により動作するブラシ付ＤＣモータであり、
　前記第２半導体スイッチ手段は、複数の半導体スイッチング素子からなるＨ型ブリッジ
回路として構成されている
　ことを特徴とする電動工具。
【請求項１２】
　請求項１～１０何れかに記載の電動工具であって、
　前記モータは、直流電源により動作するブラシレスＤＣモータであり、
　前記第２半導体スイッチ手段は、複数の半導体スイッチング素子からなる三相ブリッジ
回路として構成されている
　ことを特徴とする電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータにより動作する電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　モータにより動作する電動工具として、電源からモータへの通電経路を導通・遮断する
スイッチに半導体スイッチを用いたものが知られている。このような構成の電動工具では
、電源からモータへの通電経路上に設けられた半導体スイッチが、工具使用者が操作する
有接点スイッチの状態に応じてオン・オフ制御されるため、有接点スイッチにはモータを
駆動するための駆動電流（大電流）が直接流れない。そのため、有接点スイッチとして接
点容量の小さいものを用いることができる。
【０００３】
　しかし、モータへの通電経路を半導体スイッチにて導通・遮断する構成において、半導
体スイッチに短絡故障（常時オン状態となる故障）が生じた場合、モータは常時動作して
しまうことになる。そのため、半導体スイッチの電動工具への適用は、実際には、半導体
スイッチが短絡故障した場合を想定して、ごく限られた用途に限定されていた。
【０００４】
　このような半導体スイッチの故障に対応する方法として、特許文献１には、半導体スイ
ッチと有接点スイッチを併用する方法が提案されている。即ち、電源からモータへの通電
経路上に、半導体スイッチとしてのトライアックが設けられると共に、使用者の操作によ
り直接オン（導通）・オフ（遮断）される有接点の電源スイッチが設けられている。
【特許文献１】特開昭５７－１０９２３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された方法によれば、半導体スイッチが短絡故障した場合でも有接点
スイッチをオフすればモータへの通電経路が直接遮断されるため、半導体スイッチが短絡
故障してもモータに常時電流が流れ続けてしまうという事態は避けられ、工具の信頼性は
向上する。
【０００６】
　しかし、モータへの通電経路を直接導通・遮断する有接点スイッチには、当然ながらモ
ータを駆動するための大きな電流が流れるため、有接点スイッチとして接点容量の大きな
ものを用いる必要があり、工具の大型化やコストアップを招いてしまう。
【０００７】
　しかも、工具においてその有接点スイッチを設ける部位によっては、大電流が流れる太
い配線が長く引き回されてしまうことも予想され、そうなると工具の大型化やコストアッ
プがより助長されてしまう。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、モータへの通電経路を半導体スイッチに
より導通・遮断するよう構成された電動工具において、接点容量の大きな有接点スイッチ
を設けることなく、工具の信頼性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた本発明の電動工具は、駆動源であるモータと、使用
者によりオン・オフ操作される第１操作スイッチと、
　電源からモータへの通電経路上に設けられ、少なくとも１つの半導体スイッチング素子
からなり、入力される駆動信号に応じてオン・オフすることにより該通電経路を導通・遮
断する第１半導体スイッチ手段と、第１操作スイッチがオフされているときは第１半導体
スイッチ手段をオフさせるための駆動信号を第１半導体スイッチ手段へ出力して第１半導
体スイッチ手段をオフさせることにより通電経路を遮断させ、第１操作スイッチがオンさ
れているときは第１半導体スイッチ手段をオンさせるための駆動信号を第１半導体スイッ
チ手段へ出力して第１半導体スイッチ手段をオンさせることにより通電経路を導通させる
駆動手段と、第１半導体スイッチ手段とは別に、通電経路上に第１半導体スイッチ手段と
直列に設けられ、少なくとも１つの半導体スイッチング素子からなり、入力される制御信
号に応じてオン・オフすることにより該通電経路を導通・遮断する第２半導体スイッチ手
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段と、第２半導体スイッチ手段を制御するための制御信号を第２半導体スイッチ手段へ出
力する制御手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１０】
　このように構成された電動工具では、電源からモータへの通電経路上に第１半導体スイ
ッチ手段及び第２半導体スイッチ手段が設けられているため、これら半導体スイッチ手段
が双方ともオンしたときにモータへ電流が流れてモータが回転駆動し、いずれか一方でも
オフされているときはモータへ電流が流れずにモータは回転しない。
【００１１】
　また、本発明の電動工具では、第２半導体スイッチ手段の状態は制御手段からの制御信
号に応じて制御されるが、第１半導体スイッチ手段は、使用者が操作する第１操作スイッ
チの状態（オン又はオフ）がそのまま反映され、第１操作スイッチがオンされれば第１半
導体スイッチ手段もオンし、第１操作スイッチがオフされれば第１半導体スイッチ手段も
オフする。
【００１２】
　そのため、仮に第２半導体スイッチ手段が故障して常時オン（短絡故障）してしまった
り、第２半導体スイッチ手段は正常であるものの制御手段が何らかの原因で常時第２半導
体スイッチ手段をオンさせる旨の制御信号を出力し続けてしまう異常状態になったりして
も、使用者が第１操作スイッチをオフすれば、第１半導体スイッチ手段がオフするためモ
ータへの通電を停止させることができる。また、仮に第１半導体スイッチ手段が短絡故障
してしまっても、制御手段が第２半導体スイッチ手段をオフさせれば、モータへの通電を
停止させることができる。
【００１３】
　従って、上記構成の電動工具によれば、第１半導体スイッチ手段又は第２半導体スイッ
チ手段のどちらか一方が短絡故障してしまっても、他方の正常な方がオフすることでモー
タへの通電を停止させることができ、使用者の意図に反してモータが動作し続けてしまう
のを防止することができる。そのため、電源からモータへの通電経路上に接点容量の大き
な有接点スイッチを設けることなく、半導体スイッチ手段の異常に対する電動工具の信頼
性を向上させることができる。
【００１４】
　なお、モータへ通電する際の、制御手段による第２半導体スイッチ手段の制御は、例え
ば、通電中は常時オン（導通）させてモータを動作させるようにしてもよいし、また例え
ば、所定のデューティ比にてＰＷＭ制御することによりモータへの通電電流（延いてはモ
ータの回転数・トルク）を任意に制御するようにしてもよく、第２半導体スイッチ手段に
よる通電電流の具体的制御方法は特に限定されない。
【００１５】
　ここで、本発明の電動工具は、第１操作スイッチがオフされているときの第１半導体ス
イッチ手段の導通状態を検出する導通状態検出手段を備えたものとして構成することがで
きる。第１操作スイッチがオフされているにもかかわらず第１半導体スイッチ手段がオン
（導通）されていることが導通状態検出手段によって検出された場合は、第１半導体スイ
ッチ手段が短絡故障しているものと判断できる。
【００１６】
　そのため、このように構成された電動工具によれば、第１半導体スイッチ手段が短絡故
障した場合にそれを検出することができるため、より効果的である。
　そして、上記のように導通状態検出手段を備えている場合は、更に、第１操作スイッチ
のオフ時に導通状態検出手段によって第１半導体スイッチ手段が導通状態であると検出さ
れた場合に該第１半導体スイッチ手段が故障している旨の報知を行う報知手段を備えると
よい。
【００１７】
　このように構成された電動工具によれば、第１半導体スイッチ手段が短絡故障した場合
に、その旨を使用者が認識することができ、使用者は故障に対する適切な対応を迅速にと
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ることができる。
【００１８】
　また、電動工具が導通状態検出手段を備えている場合、上記報知手段に代えて（或いは
上記報知手段に加えて更に）、第１操作スイッチのオフ時に導通状態検出手段によって第
１半導体スイッチ手段が導通状態であると検出された場合に第２半導体スイッチ手段を強
制的にオフさせる強制オフ手段を備えたものとして構成してもよい。
【００１９】
　このように構成された電動工具によれば、第１半導体スイッチ手段が短絡故障した場合
、第２半導体スイッチ手段が強制的にオフされてモータへの通電が強制的に停止されるこ
とになるため、使用者の意図に反してモータが動作し続けてしまうのを防止することがで
きる。
【００２０】
　なお、強制オフ手段は、例えば、制御手段とは別に、制御手段からの制御信号にかかわ
らず第２半導体スイッチ手段を強制的にオフさせるものとして構成してもよいし、また例
えば、制御手段が強制オフ手段としても機能する構成、即ち、制御手段自身が第２半導体
スイッチ手段をオフさせるための制御信号を強制的に出力する構成としてもよい。
【００２１】
　ここで、制御手段が何に基づいて第２半導体スイッチ手段をオン・オフさせるかは適宜
考えられ、例えば、第１操作スイッチの状態に応じて動作する構成としてもよいし、また
例えば、第１操作スイッチとは別に、使用者によりオン・オフ操作される第２操作スイッ
チを設けて、この第２操作スイッチの状態に応じて動作する構成としてもよい。
【００２２】
　即ち、前者の構成（制御手段が第１操作スイッチの状態に応じて動作する構成）の場合
、制御手段は、第１操作スイッチがオフされているときは第２半導体スイッチ手段をオフ
させるための制御信号を出力して通電経路を遮断させ、第１操作スイッチがオンされてい
るときに、モータへ通電するための制御信号を出力する。
【００２３】
　このように構成された電動工具によれば、使用者は第１操作スイッチを操作するだけで
モータを動作或いは停止させるための操作を行うことができるため、部品数を増加させる
ことなく、且つ１つの操作スイッチを操作すれば済むという操作の利便性を維持させつつ
、半導体スイッチ手段の異常に対する工具の信頼性を向上させることができる。
【００２４】
　一方、後者の構成（制御手段が第２操作スイッチの状態に応じて動作する構成）の場合
、制御手段は、第２操作スイッチがオフされているときは第２半導体スイッチ手段をオフ
させるための制御信号を出力して通電経路を遮断させ、第２操作スイッチがオンされてい
るときに、モータへ通電するための制御信号を出力する。
【００２５】
　このように構成された電動工具によれば、使用者が第１操作スイッチ及び第２操作スイ
ッチの双方をオンさせたときにモータへの通電が行われ、どちらか一方でもオフされれば
モータへの通電が遮断されてモータは停止するため、より信頼性の高い電動工具の提供が
可能となる。
【００２６】
　更に、使用者が操作するスイッチとして第１操作スイッチと第２操作スイッチの２つの
操作スイッチを備えている場合は、次のように構成することもできる。即ち、第１半導体
スイッチ手段は、第１操作スイッチ及び第２操作スイッチのいずれか一方でもオフされて
いるときはオフして、該各操作スイッチの双方がオンされているときにオンするよう構成
されており、制御手段は、第１操作スイッチ及び第２操作スイッチのいずれか一方でもオ
フされているときは第２半導体スイッチ手段をオフさせるための制御信号を出力して通電
経路を遮断させ、各操作スイッチの双方がオンされているときに、モータへ通電するため
の制御信号を出力する。
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【００２７】
　このように構成された電動工具によれば、第１操作スイッチをオンさせただけでは第１
半導体スイッチ手段はオンせず、また第２操作スイッチをオンさせただけでは第２半導体
スイッチ手段はオンしない。第１半導体スイッチ手段をオンさせるためには、２つの操作
スイッチをともにオンさせる必要があり、第２半導体スイッチ手段による通電制御も、２
つの操作スイッチがともにオンされているときに行われる。そのため、電動工具の信頼性
をさらに高めることができる。
【００２８】
　第１操作スイッチ及び第２操作スイッチの２つの操作スイッチを備えた電動工具は、よ
り具体的には、例えば次のように構成することができる。即ち、使用者が当該電動工具を
使用する際に両手のうち一方の手で把持する第１把持部材と、他方の手で把持する第２把
持部材とを備えており、第１操作スイッチ及び第２操作スイッチはそれぞれ、第１把持部
材又は第２把持部材のいずれかに設けられている。
【００２９】
　このように構成された電動工具によれば、使用者が当該電動工具を使用中、第１把持部
材及び第２把持部材をそれぞれ両手で把持した状態を維持しつつ、第１操作スイッチ及び
第２操作スイッチを操作することができるため、使用者の使い勝手が向上する。しかも、
各操作スイッチを、例えば使用者が触れている間はオンして使用者が手を離すとオフする
よう構成すれば、工具使用中に操作スイッチの設けられた把持部材から使用者の手が離れ
てしまうとモータが停止することになるため、使用者が工具から手を離しているにもかか
わらず工具が動作し続けてしまうのを防止することができる。
【００３０】
　また、上記のように各操作スイッチがそれぞれ各把持部材のいずれかに設けられている
電動工具は、より具体的には、例えば草刈機として具現化することができる。即ち、モー
タが収納されたモータ収納部と、このモータへ電源を供給する電源供給部と、草を刈り払
うための、モータの駆動力により回転する刈刃と、所定の長さを有する棒状の部材であっ
て、一端側にモータ収納部及び電源供給部が設けられ、他端側に刈刃が回転可能に設けら
れた主支持部材と、を備えた草刈機である。そして、第１把持部材及び第２把持部材はい
ずれも主支持部材に設けられており、第１操作スイッチ及び第２操作スイッチはそれぞれ
、第１把持部材又は第２把持部材のいずれかにおいて、使用者が該把持部材を把持した状
態で操作できるように設けられている。
【００３１】
　このように構成された草刈機では、その構成上、使用者が操作する各操作スイッチとモ
ータ・電源供給部との間が物理的に大きく離れた状態となり、それ故に、各操作スイッチ
からモータ・電源供給部に至る配線も長くなるが、各操作スイッチには、モータに流れる
電流（大きな電流）が直接は流れない。そのため、各操作スイッチとして接点容量の小さ
い有接点スイッチを採用することができ、しかも各操作スイッチからモータ・電源供給部
に至る配線も許容電流値の小さいもの（細く、軽量のもの）を使用できる。
【００３２】
　そのため、大きな電流が流れる太い配線を草刈機内の広い範囲に渡って引き回す必要が
なく、草刈機の軽量化や小型化が可能となり、しかも、草刈機を組み立てる上での組立性
や設計上の自由度も向上する。
【００３３】
　また、各操作スイッチがそれぞれ各把持部材のいずれかに設けられている電動工具は、
例えば次のように構成することもできる。即ち、第１操作スイッチは、第１把持部材又は
第２把持部材のうちいずれか一方において、使用者が該把持部材を把持した状態で操作で
きるよう、且つ使用者が当該第１操作スイッチから手を離しているときにはオフされるよ
うに設けられ、第２操作スイッチは、第１把持部材又は第２把持部材のうち、第１操作ス
イッチが設けられていない他方において、使用者が該把持部材を把持した状態で操作でき
るよう、且つ使用者が当該第２操作スイッチから手を離しているときにはオフされるよう
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に設けられている。
【００３４】
　つまり、第１把持部材と第２把持部材の双方に、各操作スイッチのどちらか一方がそれ
ぞれ１つずつ設けられている。そのため、モータを動作させて工具を使用するためには、
使用者は、各把持部材をそれぞれ両手で把持し、両手でそれぞれ各操作スイッチをオンさ
せる必要がある。そして、使用者が工具を使用中にどちらか片方の手だけでも把持部材か
ら離れ、その把持部材に設けられているいずれかの操作スイッチからも手が離れると、こ
その操作スイッチはオフされ、その操作スイッチに対応したいずれかの半導体スイッチ手
段もオフされることとなる。
【００３５】
　そのため、このように構成された電動工具によれば、使用者が各把持部材を両手で把持
して各操作スイッチをオン操作しているときにのみモータを動作させることができ、使用
者の手が片方だけでも把持部材から離れてその把持部材に設けられている操作スイッチが
オフされるとモータは停止するため、使用者による工具使用上の安全性をより高めること
ができる。
【００３６】
　そして、本発明の電動工具を構成するモータ及び第２半導体スイッチ手段は、具体的に
は次のような構成とすることができる。
　例えば、モータが、直流電源により動作するブラシ付ＤＣモータである場合は、第２半
導体スイッチ手段を、複数の半導体スイッチング素子からなるＨ型ブリッジ回路として構
成することができる。
【００３７】
　また例えば、モータが、直流電源により動作するブラシレスＤＣモータである場合は、
第２半導体スイッチ手段を、複数の半導体スイッチング素子からなる三相ブリッジ回路と
して構成することができる。
【００３８】
　いずれの場合も、モータへ通電させるためには、前提として第１半導体スイッチ手段が
オンされている必要がある。その上で、制御手段が第２半導体スイッチ手段（Ｈ型ブリッ
ジ回路或いは三相ブリッジ回路）を制御（詳しくは第２半導体スイッチ手段を構成する複
数の半導体スイッチング素子のオン・オフを制御）することで、モータへの通電が行われ
ることとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
　［第１実施形態］
　図１に、本発明が適用された実施形態の充電式草刈機の全体構成を示す。図１に示すよ
うに、本実施形態の充電式草刈機１は、所定の長さの棒状のメインパイプ２の上端側にモ
ータユニット３及びバッテリ７が設けられ、下端側に、草を刈り払うための刈刃４が回転
可能に設けられた構成となっている。
【００４０】
　モータユニット３には、刈刃４を回転駆動するための駆動源としてのモータ１８や、こ
のモータ１８への通電を制御する制御回路１３（図２参照）などの各種電子回路・素子・
配線等が収納されている。本実施形態のモータ１８はブラシ付ＤＣモータである。
【００４１】
　メインパイプ２は、全体として中空の筒状の構成をなしており、内部には、モータ１８
の回転駆動力を刈刃４に伝達する駆動力伝達軸（図示略）が収容されている。刈刃４は、
メインパイプ２の下端側において、ギヤケース６を介して駆動力伝達軸に連結されている
。そのため、モータ１８の回転駆動力は、駆動力伝達軸及びギヤケース６内の各種ギア（
図示略）を介して刈刃４に伝達され、この伝達された回転駆動力により刈刃４は回転する
こととなる。なお、メインパイプ２の下端側には飛散防護カバー５が取り付けられている
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。
【００４２】
　また、メインパイプ２の長さ方向における中間位置近傍には、略コ字状のハンドル８が
固定されており、このハンドル８の両端のうち一端側には使用者が右手で把持する右手グ
リップ９が、他端側には使用者が左手で把持する左手グリップ１０が、それぞれ設けられ
ている。
【００４３】
　そして、右手グリップ９の先端側には、使用者によってオン・オフ操作される有接点の
ロックオフスイッチ１１及びトリガスイッチ１２が設けられている。使用者は、右手グリ
ップ９を右手で把持した状態で、例えば親指でロックオフスイッチ１１を押して人差し指
でトリガスイッチ１２を引く、といった操作により各スイッチ１１、１２をオン操作する
ことができる。
【００４４】
　ハンドル８及びメインパイプ２の内部には、これら各スイッチ１１，１２とモータユニ
ット３内の制御回路１３とを電気的に接続するための配線（図示略）が敷設されている。
そのため、これら各スイッチ１１，１２の操作状態（オン・オフ状態）は、この配線を介
して制御回路１３に伝達されることになる。
【００４５】
　なお、ロックオフスイッチ１１及びトリガスイッチ１２は、いずれも、使用者が手を離
しているときは常時オフ状態であり、使用者が手を触れて所定のオン操作をしているとき
にオン状態となる。本実施形態の充電式草刈機１では、図示しないインターロック機構に
より、ロックオフスイッチ１１が押されていない間はトリガスイッチ１２を引くことがで
きず、トリガスイッチ１２を引いてこれをオンさせるためには、ロックオフスイッチ１１
を押した状態で行う必要がある。また、両スイッチ１１，１２がオンされた状態でロック
オフスイッチ１１だけを離しても、トリガスイッチ１２を戻さない限り、ロックオフスイ
ッチ１１は元の位置に戻らない。
【００４６】
　また、ロックオフスイッチ１１及びトリガスイッチ１２と制御回路１３とを結ぶ配線に
は、モータ１８に流れるような大電流は流れず、これら各スイッチ１１，１２のオン・オ
フ状態を伝達するための小さな電流が流れるだけである。そのため、この配線には、バッ
テリ７からモータ１８への電流を流すための太い配線は不要であり、細い配線で十分であ
る。
【００４７】
　また、バッテリ７は、内部に充電可能な二次電池（例えばリチウムイオン二次電池）を
備え、モータユニット３に対して着脱可能に構成されている。そのため、バッテリ７を充
電（即ち二次電池を充電）する際は、バッテリ７をモータユニット３から取り外して充電
器（図示略）接続する。
【００４８】
　次に、本実施形態の充電式草刈機１の動作について、図２の電気回路図を用いて詳しく
説明する。図２に示すように、本実施形態の充電式草刈機１は、バッテリ７からモータ１
８への通電経路上に、第１半導体スイッチＱ１と第２半導体スイッチＱ２が直列に接続さ
れている。また、これら各半導体スイッチＱ１，Ｑ２をオン・オフさせるための制御回路
１３が設けられている。なお、以下の説明において単に「通電経路」と表現する場合は、
電源（本例ではバッテリ７）からモータへの通電経路を意味しているものとする。
【００４９】
　第１半導体スイッチＱ１は、ＰチャネルＭＯＳＦＥＴにて構成されており、通電経路に
おいてモータ１８の上流側（バッテリ７の正極側）に設けられ、オフ時には通電経路を遮
断してモータ１８への通電を停止させ、オン時には通電経路を導通させる。
【００５０】
　詳しくは、ゲートが制御回路１３内の抵抗Ｒ２を介してロックオフスイッチ１１の一端
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に接続され、ソースがバッテリ７の正極に接続され、ドレインがモータ１８に接続されて
いる。また、ゲート－ソース間にはバイアス生成用の抵抗Ｒ１が接続されている。ロック
オフスイッチ１１の他端はグランドに接地されている。
【００５１】
　このような構成により、第１半導体スイッチＱ１は、ロックオフスイッチ１１の操作状
態に応じてオン・オフされる。即ち、ロックオフスイッチ１１がオフされているときは第
１半導体スイッチＱ１もオフされ、通電経路は少なくともこの第１半導体スイッチＱ１に
よって遮断される。そして、ロックオフスイッチ１１がオンされているときは、第１半導
体スイッチＱ１もオンされ、通電経路は少なくともこの第１半導体スイッチＱ１の接続部
分では導通状態となる。
【００５２】
　一方、第２半導体スイッチＱ２は、ＮチャネルＭＯＳＦＥＴにて構成されており、通電
経路においてモータ１８の下流側（バッテリ７の負極側）に設けられ、オフ時には通電経
路を遮断してモータ１８への通電を停止させ、オン時には通電経路を導通させる。この第
２半導体スイッチＱ２は、ゲートが制御回路１３内においてゲート回路１６を介してＣＰ
Ｕ１４に接続され、ソースがバッテリ７の負極に接続され、ドレインがモータ１８に接続
されている。
【００５３】
　制御回路１３は、上述した抵抗Ｒ１，Ｒ２を備える他、第２半導体スイッチＱ２を制御
するための制御信号を生成し出力するＣＰＵ１４と、このＣＰＵ１４からの制御信号に従
って第２半導体スイッチＱ２をオン・オフさせるゲート回路１６とを備えている。
【００５４】
　ＣＰＵ１４は、詳しくはメモリやＩ／Ｏなども備えたマイクロコンピュータとして構成
されており、トリガスイッチ１２の操作状態に応じて第２半導体スイッチＱ２をオン・オ
フ制御する。即ち、トリガスイッチ１２がオフされているときは、第２半導体スイッチＱ
２をオフさせる旨の制御信号をゲート回路１６へ出力することにより、第２半導体スイッ
チＱ２をオフさせる。このとき通電経路は少なくともこの第２半導体スイッチＱ２によっ
て遮断される。
【００５５】
　そして、トリガスイッチ１２がオンされているときは、ＣＰＵ１４は、モータ１８へ所
望の電流が流れるように第２半導体スイッチＱ２を制御するための制御信号をゲート回路
１６へ出力する。この制御信号によって具体的に第２半導体スイッチＱ２がどのように制
御されるかは、モータ１８に流すべき電流値等によって適宜考えられ、例えば、第２半導
体スイッチＱ２をオンさせ続けるようにしてもよいし、また例えば、所定のデューティ比
にて第２半導体スイッチＱ２をオン・オフ制御（ＰＷＭ制御）するようにしてもよい。
【００５６】
　ゲート回路１６は、バッテリ７から電源供給を受けつつ、ＣＰＵ１４からの制御信号に
従って第２半導体スイッチＱ２をオン又はオフさせる。制御信号に応じてＭＯＳＦＥＴの
ゲートを駆動する（つまりオン・オフする）ためのゲート回路１６は多種多様のものが既
に知られているため、ここではその詳細説明を省略する。
【００５７】
　また、制御回路１３は、バッテリ７の電源を所定電圧（例えば５Ｖ）の制御用電源Ｖｃ
ｃに降圧して制御回路１３内の各部へ供給する定電圧電源回路（Ｒｅｇ）１５を備えてい
る。ＣＰＵ１４は、この定電圧電源回路１５からの制御用電源Ｖｃｃの供給を受けて動作
する。
【００５８】
　なお、本実施形態のトリガスイッチ１２は、単にオン・オフするだけの有接点スイッチ
のみからなる構成であるが、有接点スイッチに加え、使用者の操作量（引き代）に応じた
信号をＣＰＵ１４へ出力できる手段（例えば、操作量に応じて抵抗が変化する可変抵抗器
）を設け、トリガスイッチ１２の操作量に応じてモータ１８への通電電流値（延いてはモ
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ータ１８の回転数）を変化できるよう構成してもよい。このことは、後述する他の実施形
態におけるトリガスイッチについても同様である。
【００５９】
　このように構成された本実施形態の充電式草刈機１を使用者が使用する際には、使用者
はまず、左右の手でそれぞれ右手グリップ９と左手グリップ１０を把持し、これにより当
該充電式草刈機１全体を支持する。そして、使用者が右手グリップ９に設けられたロック
オフスイッチ１１をオン操作すると、このオン操作に応じて第１半導体スイッチＱ１がオ
ンする。更に、使用者が右手グリップ９に設けられたトリガスイッチ１２をオン操作する
ことで、ＣＰＵ１４が、モータ１８へ所望の電流を流すための制御信号を出力して第２半
導体スイッチＱ２を制御する。これによってモータ１８が回転し、延いては刈刃４が回転
して、草の刈り払い作業が可能となる。
【００６０】
　一方、モータ１８の回転中、即ちロックオフスイッチ１１及びトリガスイッチ１２が共
にオンされているときに、トリガスイッチ１２をオフさせると、第２半導体スイッチＱ２
がオフされ、モータ１８への通電が停止される。トリガスイッチ１２をオフさせて更にロ
ックオフスイッチ１１もオフさせると、第１半導体スイッチＱ１もオフされる。
【００６１】
　また、本実施形態の充電式草刈機１では、モータ１８の通電経路に２つの半導体スイッ
チＱ１，Ｑ２が直列に設けられていることにより、半導体スイッチの短絡故障に対する信
頼性・安全性が十分に配慮された構成が実現されている。
【００６２】
　即ち、ＭＯＳＦＥＴなどの半導体スイッチング素子からなる半導体スイッチは、故障し
た場合、その故障内容の大部分が短絡故障である。しかし、本実施形態では、上記のよう
に通電経路上に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２を直列に接続しているため、仮にいずれ
か一方の半導体スイッチが短絡故障しても、他方の半導体スイッチが正常である限り、モ
ータ１８に常時電流が流れ続けてしまうことはない。
【００６３】
　従って、本実施形態の充電式草刈機１によれば、第１半導体スイッチＱ１又は第２半導
体スイッチＱ２のどちらか一方が短絡故障してしまっても、他方の正常な方をオフさせる
ことでモータ１８への通電を停止させることができ、使用者の意図に反してモータ１８が
動作し続けてしまうのを防止することができる。そのため、バッテリ７からモータ１８へ
の通電経路上に接点容量の大きな有接点スイッチを設けることなく、通電経路を導通・遮
断する半導体スイッチの異常に対する信頼性を向上させることができる。
【００６４】
　また、本実施形態の充電式草刈機１は、その構造上、ロックオフスイッチ１１及びトリ
ガスイッチ１２とモータ１８との間が大きく離れており、これらを１つのハウジングに収
めることは不可能である。そのため、２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２のうち、仮に第１
半導体スイッチＱ１を使用者により操作される有接点スイッチとして右手グリップ９に配
置する（つまりロックオフスイッチ１１にて通電経路を直接導通・遮断する）ようにする
と、大電流が通電される太い配線を右手グリップ９を含む広い範囲で長く引き回すことに
なり、機器全体の大型化、重量増、コストアップなど種々の問題が生じる。
【００６５】
　これに対し、本実施形態では、モータ１８の通電経路を直接導通・遮断するスイッチと
して２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２を用い、ユーザが直接操作するロックオフスイッチ
１１及びトリガスイッチ１２には大電流が流れないようにしている。そのため、ロックオ
フスイッチ１１及びトリガスイッチ１２として接点容量の小さい有接点スイッチを採用す
ることができ、しかもこれら各スイッチ１１，１２からモータユニット３に至る配線も許
容電流値の小さいもの（細く、軽量のもの）を使用することができる。
【００６６】
　そのため、大電流が流れる太い配線を長く引き回す必要がなく、充電式草刈機１の軽量
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化、小型化、コストダウン、安全性の向上が可能となり、しかも、充電式草刈機１を組み
立てる上での組立性や設計上の自由度も向上する。
【００６７】
　尚、本実施形態において、モータユニット３は本発明のモータ収納部に相当し、バッテ
リ７は本発明の電源供給部に相当し、メインパイプ２は本発明の主支持部材に相当し、右
手グリップ９及び左手グリップ１０はそれぞれ、本発明の第１把持部材及び第２把持部材
のいずれか一方に相当し、ロックオフスイッチ１１は本発明の第１操作スイッチに相当し
、トリガスイッチ１２は本発明の第２操作スイッチに相当し、ＣＰＵ１４は本発明の制御
手段に相当し、第１半導体スイッチＱ１は本発明の第１半導体スイッチ手段に相当し、第
２半導体スイッチＱ２は本発明の第２半導体スイッチ手段に相当する。
【００６８】
　［第２実施形態］
　図３に、本発明が適用された実施形態の電動ヘッジトリマの全体構成を示す。図３に示
すように、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０は、園芸作業等において生け垣の刈り込み
や庭木の剪定等を行うために用いられる電動工具であり、外部の交流電源４１（図４参照
。例えば単相１００Ｖ。）からの交流電源が電源コード２７を介してハウジング２１内に
取り込まれ、この交流電源によってハウジング２１内のモータ２５が回転駆動することに
より、シャーブレード２４が動作する構成となっている。
【００６９】
　即ち、ハウジング２１には、シャーブレード２４を駆動する駆動源としてのモータ２５
、このモータ２５の回転駆動力をシャーブレード２４に伝達するギヤアッセンブリ２６、
モータ２５への通電を制御する制御回路４３（図３では図示略。図４参照。）等の各種電
子回路・素子・配線などが収納されている。
【００７０】
　シャーブレード２４はハウジング２１の前部側に装着されている。また、ハウジング２
１の前部側には、シャーブレード２４の上部を覆うようにプロテクタ２３が取り付けられ
ている。
【００７１】
　ハウジング２１の後部側には、使用者が左右どちらか一方の手で把持するための把持部
２８が形成されており、この把持部２８には、使用者がこの把持部２８を把持しつつ操作
可能なトリガ２９が設けられている。このトリガ２９の操作状態は、ハウジング２１内に
設けられた有接点のトリガスイッチ３２に反映され、トリガ２９から使用者の手が離れて
操作されていない初期状態（図３の状態）のときはトリガスイッチ３２はオフであり、ト
リガ２９が使用者によってスプリング３４の付勢力に抗して上方へ引かれたときに、トリ
ガスイッチ３２がオンされる。
【００７２】
　また、ハウジング２１の前端側には、使用者が把持部２８を把持する手とは反対側の手
で把持するための、略コ字状のグリップ２２が設けられており、このグリップ２２には、
使用者がこのグリップ２２を把持しつつ操作可能なスイッチレバー３０が設けられている
。このスイッチレバー３０の操作状態は、ハウジング２１内に設けられた有接点のグリッ
プスイッチ３１に反映され、スイッチレバー３０から使用者の手が離れて操作されていな
い初期状態（図３の状態）のときはグリップスイッチ３１はオフであり、スイッチレバー
３０が使用者によってスプリング３３の付勢力に抗して前側へ押されたときに、グリップ
スイッチ３１がオンされる。
【００７３】
　本実施形態の電動ヘッジトリマ２０は、外部から取り込まれる電源は交流であるものの
、ハウジング２１の内部に交流電源を直流電源に変換するコンバータ４２（図４参照）が
設けられている。そのため、モータ２５はこのコンバータ４２による変換後の直流電源に
て駆動する。なお、本実施形態のモータ２５もブラシ付ＤＣモータである。
【００７４】



(13) JP 5463014 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

　次に、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０の動作について、図４の電気回路図を用いて
詳しく説明する。図４に示すように、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０は、直流電源と
してのコンバータ４２からモータ２５への通電経路上に、第１半導体スイッチＱ１と第２
半導体スイッチＱ２が直列に接続されている。また、これら各半導体スイッチＱ１，Ｑ２
をオン・オフさせるための制御回路４３が設けられている。各半導体スイッチＱ１，Ｑ２
はいずれも第１実施形態と同じくＭＯＳＦＥＴであり、これら各半導体スイッチＱ１，Ｑ
２を含め、第１実施形態と同じ構成要素には第１実施形態と同じ符号を付している。
【００７５】
　このようにモータ２５の通電経路上に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２が設けられてい
る点は、第１実施形態と同じである。また、使用者に操作されるスイッチとしてグリップ
スイッチ３１及びトリガスイッチ３２の２つの有接点スイッチを備えている点も第１実施
形態と同じである。
【００７６】
　しかし、本実施形態では、主として、使用者に操作される２つのスイッチ３１，３２の
電気的接続状態、及びこれら各スイッチ３１，３２の操作状態に対して２つの半導体スイ
ッチＱ１，Ｑ２がどのようにオン・オフされるかという点で、第１実施形態とは大きく異
なる。
【００７７】
　本実施形態の電動ヘッジトリマ２０では、図４に示すように、グリップスイッチ３１と
トリガスイッチ３２が直列に接続されている。即ち、グリップスイッチ３１の一端は、抵
抗Ｒ２を介して第１半導体スイッチＱ１のゲートに接続されると共にダイオードＤ１のカ
ソードに接続されており、他端はトリガスイッチ３２の一端に接続されている。トリガス
イッチ３２の他端はグランドに接地されている。ダイオードＤ１のアノードは、ＣＰＵ４
４に接続されると共に、抵抗Ｒ３を介して制御用電源Ｖｃｃに接続されている。
【００７８】
　このように構成された本実施形態の電動ヘッジトリマ２０では、グリップスイッチ３１
をオンしただけ、或いはトリガスイッチ３２をオンしただけでは、第１半導体スイッチＱ
１はオンせず且つＣＰＵ４４による第２半導体スイッチＱ２の制御も行われない。本実施
形態では、グリップスイッチ３１とトリガスイッチ３２が共にオンしているときに、第１
半導体スイッチＱ１がオンしてこの第１半導体スイッチＱ１の接続部分が導通状態になる
と共に、ＣＰＵ４４による第２半導体スイッチＱ２の制御が行われる。
【００７９】
　即ち、グリップスイッチ３１とトリガスイッチ３２が共にオンすると、制御回路４３内
に設けられている、抵抗Ｒ３及びダイオードＤ１からなる回路により、ＣＰＵ４４はこれ
ら各スイッチ３１，３２が共にオンされたことを検知する。即ち、いずれか一方でもオフ
されているときは、ダイオードＤ１には電流は流れないため、ダイオードＤ１のアノード
側の電圧は制御用電圧Ｖｃｃに等しい。一方、各スイッチ３１，３２が共にオンすると、
ダイオードＤ１が導通するため、ダイオードＤ１のアノード側の電圧は、ダイオードＤ１
のオン電圧（順方向電圧）となる。このオン電圧は制御用電圧Ｖｃｃよりも低い電圧であ
る。
【００８０】
　ＣＰＵ４４は、このダイオードＤ１のアノード側の電圧をみて、グリップスイッチ３１
及びトリガスイッチ３２が共にオンしているか否かを検知するのである。そして、各スイ
ッチ３１、３２のいずれか一方でもオフされている間は、第２半導体スイッチＱ２をオフ
させる旨の制御信号をゲート回路１６へ出力することにより、第２半導体スイッチＱ２を
オフさせる。一方、各スイッチ３１，３２が共にオンされているときは、ＣＰＵ４４は、
モータ２５へ所望の電流が流れるように第２半導体スイッチＱ２を制御するための制御信
号をゲート回路１６へ出力する。この制御信号によって具体的に第２半導体スイッチＱ２
がどのように制御されるかは、第１実施形態と同様、オン継続又はＰＷＭ制御など適宜考
えられる。
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【００８１】
　このように構成された本実施形態の電動ヘッジトリマ２０を使用者が使用する際には、
使用者はまず、一方の手（例えば右手）で把持部２８を把持し、他方の手（例えば左手）
でグリップ２２を把持することにより、当該電動ヘッジトリマ２０全体を支持する。そし
て、使用者がスイッチレバー３０を押してグリップスイッチ３１をオンさせると共に、ト
リガ２９を引いてトリガスイッチ３２をオンさせると、第１半導体スイッチＱ１がオンす
ると共に、ＣＰＵ４４が、モータ２５へ所望の電流を流すための制御信号を出力して第２
半導体スイッチＱ２を制御する。これによってモータ２５が回転し、延いてはシャーブレ
ード２４が動作して、刈り込み・剪定等の作業が可能となる。
【００８２】
　一方、モータ２５の回転中、即ちグリップスイッチ３１及びトリガスイッチ３２が共に
オンされているときに、各スイッチ３１，３２のいずれか一方でもオフさせると、第１半
導体スイッチＱ１及び第２半導体スイッチＱ２は共にオフされ、モータ２５への通電が停
止される。
【００８３】
　また、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０においても、第１実施形態の充電式草刈機１
と同様、モータ２５の通電経路に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２が直列に設けられてい
ることにより、半導体スイッチの短絡故障に対する信頼性・安全性が十分に配慮された構
成が実現されている。つまり、仮にいずれか一方の半導体スイッチが短絡故障しても、他
方の半導体スイッチが正常である限り、モータ２５に常時電流が流れ続けてしまうことは
ない。
【００８４】
　従って、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０によれば、第１実施形態と同様、第１半導
体スイッチＱ１又は第２半導体スイッチＱ２のどちらか一方が短絡故障してしまっても、
他方の正常な方をオフさせることでモータ２５への通電を停止させることができ、使用者
の意図に反してモータ２５が動作し続けてしまうのを防止することができる。そのため、
通電経路上に接点容量の大きな有接点スイッチを設けることなく、通電経路を導通・遮断
する半導体スイッチの異常に対する信頼性を向上させることができる。
【００８５】
　また、使用者が操作するグリップスイッチ３１及びトリガスイッチ３２のうちどちらか
一方でもオフされている限り、２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２は共にオフされたままで
あり、グリップスイッチ３１及びトリガスイッチ３２が共にオンされたときに、２つの半
導体スイッチＱ１，Ｑ２が導通してモータ２５への通電が行われるため、より信頼性の高
い電動ヘッジトリマ２０の提供が可能となる。
【００８６】
　また、本実施形態の電動ヘッジトリマ２０は、使用者が左右双方の手でそれぞれ把持部
２８及びグリップ２２を把持し、それぞれの手でトリガスイッチ３２及びグリップスイッ
チ３１を操作する構成であるため、使用者がどちらか片方だけでも手を離すと、モータ２
５の回転が停止する。つまり、使用者が両手でしっかり把持しているときにモータ２５を
回転させることができ、片手だけでは使用できない構成である。そのため、安全性、信頼
性のより向上された電動ヘッジトリマ２０の提供が可能となる。
【００８７】
　なお、本実施形態において、グリップスイッチ３１及びトリガスイッチ３２はそれぞれ
、本発明の第１操作スイッチ及び第２操作スイッチのいずれか一方に相当し、グリップ２
２及び把持部２８はそれぞれ、本発明の第１把持部材及び第２把持部材のいずれか一方に
相当し、ＣＰＵ４４は本発明の制御手段に相当する。
【００８８】
　［第３実施形態］
　図５に、本発明が適用された実施形態の充電式ドライバの電気回路図を示す。本実施形
態の充電式ドライバ５０は、図示は省略するものの、使用者の片手で把持されるグリップ
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と、グリップの上端側に設けられてモータ５６やギア等が収容されるハウジングと、ハウ
ジングの前方側に着脱可能に取り付けられるドライバビットとを備えた一般的な構成のも
のであり、モータ５６の回転駆動力がギア等を介してドライバビットに伝達されることに
より、ドライバビットが回転する。
【００８９】
　そして、グリップの上端前方側に、使用者がグリップを片手で把持しつつオン・オフ操
作できる有接点のトリガスイッチ５１が設けられている。また、グリップの下端に、バッ
テリ５２が着脱可能に設けられている。また、ハウジングの一側面には、使用者により操
作され、モータ５６の回転方向（延いてはドライバビットの回転方向）を正転又は逆転い
ずれかに切り替えるための正逆切替スイッチ５７が設けられている。なお、本実施形態の
モータ５６も、ブラシ付ＤＣモータである。
【００９０】
　モータ５６等が収容されているハウジングには、モータ５６への通電を制御する制御回
路５３等の各種電子回路・素子・配線等も収容されており、トリガスイッチ５１の操作状
態（オン・オフ状態）は、配線を介して制御回路５３に伝達される。なお、トリガスイッ
チ５１は、使用者が手を離しているときは常時オフ状態であり、使用者によって引かれた
ときにオンする。また、バッテリ５２は、充電可能な二次電池（例えばリチウムイオン二
次電池）にて構成されている。
【００９１】
　次に、本実施形態の充電式ドライバ５０の動作について、図５の電気回路図を用いて詳
しく説明する。図５に示すように、本実施形態の充電式ドライバ５０は、バッテリ５２か
らモータ５６への通電経路上に、第１半導体スイッチＱ１と第２半導体スイッチＱ２が直
列に接続されている。また、これら各半導体スイッチＱ１，Ｑ２をオン・オフさせるため
の制御回路５３が設けられている。各半導体スイッチＱ１，Ｑ２はいずれも第１実施形態
と同じくＭＯＳＦＥＴであり、これら各半導体スイッチＱ１，Ｑ２を含め、第１実施形態
と同じ構成要素には第１実施形態と同じ符号を付している。
【００９２】
　このようにモータ５６の通電経路上に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２が設けられてい
る点では、第１実施形態と同じである。
　しかし、本実施形態では、主として、モータへの通電・非通電を制御するために使用者
により操作されるスイッチが１つである点、及びモータ５６の通電経路上に正逆切替スイ
ッチ５７が設けられている点で、第１、第２実施形態とは異なる。本実施形態の充電式ド
ライバ５０では、図５に示すように、モータへの通電・非通電を制御するために使用者に
より操作される有接点スイッチはトリガスイッチ５１だけである。即ち、トリガスイッチ
５１の一端は、抵抗Ｒ２を介して第１半導体スイッチＱ１のゲートに接続されると共にダ
イオードＤ１のカソードに接続されており、他端はグランドに接地されている。ダイオー
ドＤ１及び抵抗Ｒ３からなる回路は図４に示した第２実施形態と同様であり、この回路に
より、トリガスイッチ５１のオン・オフ状態がＣＰＵ５４にて検知される。
【００９３】
　このように構成された本実施形態の充電式ドライバ５０では、使用者がトリガスイッチ
５１をオンすると、第１半導体スイッチＱ１がオンしてこの第１半導体スイッチＱ１の接
続部分が導通状態となる。更に、制御回路５３内に設けられている抵抗Ｒ３及びダイオー
ドＤ１からなる回路により、ＣＰＵ５４はトリガスイッチ５１がオンされたことを検知す
る。これによりＣＰＵ５４は、モータ５６へ所望の電流が流れるように第２半導体スイッ
チＱ２を制御するための制御信号をゲート回路１６へ出力する。この制御信号によって具
体的に第２半導体スイッチＱ２がどのように制御されるかは、第１、第２実施形態と同様
、オン継続又はＰＷＭ制御など適宜考えられる。
【００９４】
　なお、本実施形態の充電式ドライバ５０は、使用されているモータ５６はＤＣモータで
あるものの、正逆切替スイッチ５７が設けられていることにより、モータ５６の回転方向
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を切り替えることが可能である。
【００９５】
　このように構成された本実施形態の充電式ドライバ５０においても、第１、第２実施形
態と同様、モータ５６の通電経路に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２が直列に設けられて
いることにより、半導体スイッチの短絡故障に対する信頼性・安全性が十分に配慮された
構成が実現されている。つまり、仮にいずれか一方の半導体スイッチが短絡故障しても、
他方の半導体スイッチが正常である限り、モータ５６に常時電流が流れ続けてしまうこと
はない。
【００９６】
　従って、本実施形態の充電式ドライバ５０によれば、第１、第２実施形態と同様、第１
半導体スイッチＱ１又は第２半導体スイッチＱ２のどちらか一方が短絡故障してしまって
も、他方の正常な方をオフさせることでモータ５６への通電を停止させることができ、使
用者の意図に反してモータ５６が動作し続けてしまうのを防止することができる。そのた
め、通電経路上に接点容量の大きな有接点スイッチを設けることなく、通電経路を導通・
遮断する半導体スイッチの異常に対する信頼性を向上させることができる。
【００９７】
　しかも、通電・非通電を制御するために使用者により操作される有接点スイッチがトリ
ガスイッチ５１だけであるため、少ない部品数で、半導体スイッチの短絡故障に対する信
頼性を向上させることができる。
【００９８】
　なお、トリガスイッチ５１は使用者によって頻繁にオン・オフ操作されるスイッチであ
るのに対し、正逆切替スイッチ５７は、トリガスイッチ５１と比較するとその操作頻度は
非常に低く、モータ５６或いは各半導体スイッチＱ１，Ｑ２の近傍に設けても使用者の使
い勝手への影響はほとんど無い。そのため、正逆切替スイッチ５７そのものは大電流に耐
え得る接点容量のものを用いる必要があるものの、モータ５６或いは各半導体スイッチＱ
１，Ｑ２の近傍に設けることで、大電流が流れる配線を長く引き回す必要はなくなる。
【００９９】
　なお、本実施形態において、トリガスイッチ５１は本発明の第１操作スイッチに相当し
、ＣＰＵ５４は本発明の制御手段に相当する。
　［第４実施形態］
　図６に、本発明が適用された実施形態の充電式草刈機の電気回路図を示す。本実施形態
の充電式草刈機６０は、第１実施形態の充電式草刈機１（図２参照）と比較して、主とし
て、制御回路６１内に、第１半導体スイッチＱ１の短絡故障を検出する導通状態検出回路
６３を備えている点、この導通状態検出回路６３によって第１半導体スイッチＱ１が短絡
故障していることが検出されたときにその旨の報知を行う異常報知回路６４を備えている
点、及びロックオフスイッチ１１の状態をＣＰＵ６２が検知するためのダイオードＤ１及
び抵抗Ｒ３からなる回路を備えている点で異なる。それ以外の第１実施形態と同じ構成要
素には第１実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。なお、ダイオードＤ１及び
抵抗Ｒ３からなる検知回路の構成、動作は、第２、第３実施形態と同様である。
【０１００】
　制御回路６１内に設けられた導通状態検出回路６３は、ＮＰＮ型バイポーラトランジス
タＴｒ１と抵抗Ｒ５とを備えている。具体的には、トランジスタＴｒ１のエミッタはグラ
ンドに接地され、コレクタは、抵抗Ｒ５を介して制御用電源Ｖｃｃに接続されると共にＣ
ＰＵ６２にも接続されている。トランジスタＴｒ１のベースは、抵抗Ｒ４を介して第１半
導体スイッチＱ１のドレインに接続されている。
【０１０１】
　このような構成により、第１半導体スイッチＱ１が正常であれば、使用者がロックオフ
スイッチ１１をオンしているときは第１半導体スイッチＱ１がオンして電流が流れるため
、導通状態検出回路６３内のトランジスタＴｒ１がオンし、このトランジスタＴｒ１のコ
レクタ電位が接地電位とほぼ等しくなる。つまり、導通状態検出回路６３からＣＰＵ６２
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に入力される信号のレベルがローレベルとなる。逆に、使用者がロックオフスイッチ１１
をオフすると、第１半導体スイッチＱ１はオフするため、トランジスタＴｒ１はオフし、
このトランジスタＴｒ１のコレクタ電位は制御用電源Ｖｃｃとほぼ等しくなる。つまり、
導通状態検出回路６３からＣＰＵ６２に入力される信号のレベルがハイレベルとなる。
【０１０２】
　これに対し、第１半導体スイッチＱ１が短絡故障すると、使用者がロックオフスイッチ
１１をオフしても第１半導体スイッチＱ１は導通されたままとなり、導通状態検出回路６
３からＣＰＵ６２に入力される信号はローレベルのままとなる。
【０１０３】
　そこでＣＰＵ６２は、導通状態検出回路６３からの信号、及びダイオードＤ１のアノー
ド側の電位に基づき、ロックオフスイッチ１１がオフされているとき（即ちダイオードＤ
１のアノードがハイレベルの電位のとき）の第１半導体スイッチＱ１の導通状態を確認す
る。そして、ロックオフスイッチ１１がオフされているにもかかわらず第１半導体スイッ
チが導通状態であることを検知した場合は、異常報知回路６４を動作させて、使用者に対
して当該充電式草刈機６０の内部に異常が生じている旨を報知する。
【０１０４】
　異常報知回路６４は、アノードが制御用電源Ｖｃｃに接続されてカソードが抵抗Ｒ４を
介してＣＰＵ６２に接続された発光ダイオードＤ２を備えた構成となっており、異常報知
の際は、ＣＰＵ６２は抵抗Ｒ４が接続されているポートをローレベルに落とすことで発光
ダイオードＤ２を発光させる。
【０１０５】
　従って、本実施形態の充電式草刈機６０によれば、第１半導体スイッチＱ１が短絡故障
した場合にそれを検出することができ、しかも、短絡故障が検出された場合はその旨が使
用者に対して報知されるため、使用者は異常が発生したことを認識することができる。こ
れにより、使用者は短絡故障に対する適切な対応を迅速にとることができる。
【０１０６】
　なお、短絡故障が検出された場合にどのタイミングで使用者に異常を報知するかは適宜
決めることができる。例えば、短絡故障が検知されてもすぐには異常報知を行わず、使用
者がロックオフスイッチ１１をオン操作したときに異常報知を行うようにしてもよい。ま
た例えば、短絡故障が検知された状態が一定期間（例えば数秒～数十分）継続した場合に
、異常報知を行うようにしてもよい。この場合も、短絡故障が検知された状態が一定期間
継続した後にすぐに異常報知するのではなく、異常報知を行うのはあくまでも使用者がロ
ックオフスイッチ１１をオン操作したときとするようにしてもよい。
【０１０７】
　なお、本実施形態において、導通状態検出回路６３は本発明の導通状態検出手段に相当
し、異常報知回路６４は本発明の報知手段に相当する。
　［第５実施形態］
　図７に、本実施形態の充電式草刈機７０の電気回路図を示す。本実施形態の充電式草刈
機７０は、第１実施形態の充電式草刈機１（図２参照）と比較して、まず、モータ７９と
してブラシレスＤＣモータを使用している点が異なる。
【０１０８】
　これに伴い、第１実施形態では第２半導体スイッチＱ２が１つの半導体スイッチング素
子で構成されていたが、本実施形態では、第２半導体スイッチＱ２０が、図示のように、
ブラシレスＤＣモータを駆動するための駆動回路としてよく知られている、６つの半導体
スイッチング素子Ｑ２１，Ｑ２２，Ｑ２３，Ｑ２４，Ｑ２５，Ｑ２６（いずれもＭＯＳＦ
ＥＴ）からなる三相ブリッジ回路にて構成されている。
【０１０９】
　更に、制御回路７１内には、この三相ブリッジ回路としての第２半導体スイッチＱ２０
を構成する６つの半導体スイッチング素子Ｑ２１，Ｑ２２，Ｑ２３，Ｑ２４，Ｑ２５，Ｑ
２６をそれぞれオン・オフさせるための６つのゲート回路７３，７４，７５，７６，７７
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，７８が設けられている。
【０１１０】
　ＣＰＵ７２は、トリガスイッチ１２がオンされているとき、モータ７９に所望の電流が
流れるよう、第２半導体スイッチＱ２０内の各半導体スイッチング素子Ｑ２１，Ｑ２２，
Ｑ２３，Ｑ２４，Ｑ２５，Ｑ２６を制御するための制御信号を各ゲート回路７３，７４，
７５，７６，７７，７８へ出力する。
【０１１１】
　このように、第２半導体スイッチＱ２０がブラシレスＤＣモータを駆動するための周知
の三相ブリッジ回路にて構成された本実施形態の充電式草刈機７０においても、仮にその
三相ブリッジ回路（第２半導体スイッチＱ２０）内の半導体スイッチング素子に短絡故障
が生じても、第１半導体スイッチＱ１がオフされることでモータへの通電を停止させるこ
とができる。逆に、第２半導体スイッチＱ２０が正常である限り、仮に第１半導体スイッ
チＱ１が短絡故障しても、この第２半導体スイッチＱ２０によってモータへの通電を停止
させることができる。そのため、第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１２】
　［第６実施形態］
　図８に、本実施形態の充電式ヘッジトリマ８０の電気回路図を示す。本実施形態の充電
式ヘッジトリマ８０は、第２実施形態の電動ヘッジトリマ（図４参照）と比較して、まず
、電源としてバッテリ８７を用いている点で異なる。このバッテリ８７は、第１実施形態
のバッテリ７と同じく、充電可能な二次電池からなるものである。
【０１１３】
　更に、第２実施形態では第２半導体スイッチＱ２が１つの半導体スイッチング素子で構
成されていたが、本実施形態では、第２半導体スイッチＱ３０が、図示のように、ＤＣモ
ータを正逆双方に回転可能とするための駆動回路としてよく知られている、４つの半導体
スイッチング素子Ｑ３１，Ｑ３２，Ｑ３３，Ｑ３４（いずれもＭＯＳＦＥＴ）からなるＨ
型ブリッジ回路（フルブリッジ回路）にて構成されている。
【０１１４】
　そして、制御回路８１内には、このＨ型ブリッジ回路としての第２半導体スイッチＱ３
０を構成する４つの半導体スイッチング素子Ｑ３１，Ｑ３２，Ｑ３３，Ｑ３４をそれぞれ
オン・オフさせるための４つのゲート回路８３，８４，８５，８６が設けられている。
【０１１５】
　ＣＰＵ８２は、グリップスイッチ３１とトリガスイッチ３２が共にオンされているとき
、モータ７９に所望の電流が流れるよう、第２半導体スイッチＱ３０内の各半導体スイッ
チング素子Ｑ３１，Ｑ３２，Ｑ３３，Ｑ３４を制御するための制御信号を各ゲート回路８
３，８４，８５，８６へ出力する。
【０１１６】
　このように、第２半導体スイッチＱ３０が周知のＨ型ブリッジ回路にて構成された本実
施形態の充電式ヘッジトリマ８０においても、仮にそのＨ型ブリッジ回路（第２半導体ス
イッチＱ３０）内の半導体スイッチング素子に短絡故障が生じても、第１半導体スイッチ
Ｑ１がオフされることでモータへの通電を停止させることができる。逆に、第２半導体ス
イッチＱ３０が正常である限り、仮に第１半導体スイッチＱ１が短絡故障しても、この第
２半導体スイッチＱ３０によってモータへの通電を停止させることができる。そのため、
第２実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１７】
　［第７実施形態］
　図９に、本発明が適用された実施形態の電動ドライバの電気回路図を示す。上述した第
３実施形態の充電式ドライバ５０（図５参照）がバッテリ５２を電源としたＤＣモータか
らなる構成であったのに対し、本実施形態の電動ドライバ９０は、モータ９３としてユニ
バーサルモータを用い、このモータ９３を単相１００Ｖの交流電源９２にて回転させる。
【０１１８】
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　モータ９３は、界磁巻線９４，９５と電機子巻線９６が直列に接続された直巻モータ（
ユニバーサルモータ）である。そして、交流電源９２からモータ９３への通電経路上には
、第１半導体スイッチＱ１と第２半導体スイッチＱ２が直列に設けられている。これら各
半導体スイッチＱ１，Ｑ２はいずれも、トライアックである。なお、使用者が操作する有
接点スイッチとしてトリガスイッチ５１を備えている点は第３実施形態と同じである。
【０１１９】
　そして、電動ドライバ９０には、使用者によるトリガスイッチ５１の操作状態に応じて
２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２をオン・オフさせるための制御回路１００が備えられて
いる。
【０１２０】
　この制御回路１００は、交流電源９２を降圧・整流して所定電圧の制御用電源Ｖｃｃを
生成する定電圧電源回路１０１と、トリガスイッチ５１の操作状態に応じて第１半導体ス
イッチＱ１及びトランジスタ出力フォトカプラ１０３をオン・オフさせるトライアック出
力フォトカプラ（以下「フォトトライアック」と略す）１０２と、フォトトライアック１
０２の状態に応じた（即ちトリガスイッチ５１の操作状態に応じた）信号を出力するトラ
ンジスタ出力フォトカプラ（以下「フォトトランジスタ」と略す）１０３と、フォトトラ
ンジスタ１０３からの信号に応じて、第２半導体スイッチＱ２を制御するための制御信号
を生成・出力するスイッチング制御部１０４とを備えている。
【０１２１】
　定電圧電源回路１０１は、カソードが交流電源９２に接続されてアノードが抵抗Ｒ１５
の一端及びグランドに接地されたツェナーダイオードＤ１２と、このツェナーダイオード
Ｄ１２のアノード－カソード間に並列接続されたコンデンサＣ１１とを備えて構成され、
制御回路１００内の各部を動作させるための制御用電源Ｖｃｃを生成する。なお、抵抗Ｒ
１５の他端はダイオードＤ１３のアノードに接続され、このダイオードＤ１３のカソード
は交流電源９２に接続されている。
【０１２２】
　フォトトライアック１０２は、発光ダイオード及びこの発光ダイオードの状態に応じて
オン・オフするトライアックを備えた周知の素子であり、発光ダイオードのカソードが、
抵抗Ｒ１１を介してトリガスイッチ５１の一端に接続されている。そのため、トリガスイ
ッチ５１がオフされているときは、フォトトライアック１０２もオフのままであるが、ト
リガスイッチ５１がオンされると、フォトトライアック１０２はオンし、これにより第１
半導体スイッチＱ１がオン（導通）する。
【０１２３】
　また、フォトトライアック１０２がオンすると、フォトトランジスタ１０３もオンする
。フォトトランジスタ１０３は、これを構成するトランジスタのコレクタが、抵抗Ｒ１４
を介して制御用電源Ｖｃｃに接続されると共にスイッチング制御部１０４にも接続されて
おり、フォトトランジスタ１０３がオンするとこのフォトトランジスタ１０３からスイッ
チング制御部１０４へローレベルの信号が入力され、フォトトランジスタ１０３がオフす
るとこのフォトトランジスタ１０３からスイッチング制御部１０４へハイレベルの信号が
入力される。
【０１２４】
　つまり、トリガスイッチ５１の操作状態に応じて第１半導体スイッチＱ１がオン・オフ
するのに加え、このトリガスイッチ５１の操作状態はフォトトライアック１０２及びフォ
トトランジスタ１０３を介してスイッチング制御部１０４にも伝達される。
【０１２５】
　スイッチング制御部１０４は、縦続接続された複数のＥｘｃｌｕｓｉｖｅ－ＯＲ（排他
的論理和）回路及びこれら各回路間に設けられた遅延回路などにより構成された、トライ
アックを位相制御するための一般的回路である。スイッチング制御部１０４は、交流電源
９２の電圧がゼロクロス状態となる度に、そのゼロクロスのタイミングから所定のタイミ
ングだけ遅らせて、抵抗Ｒ１２を介してトランジスタＴｒ１１へハイレベル信号を出力し
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、このトランジスタＴｒ１１をオンさせる。このトランジスタＴｒ１１のコレクタは抵抗
Ｒ１３を介して第２半導体スイッチＱ２のゲートに接続されているため、このトランジス
タＴｒ１１がオンすると、第２半導体スイッチＱ２もオンし、モータ９３に電流が流れる
。
【０１２６】
　なお、ゼロクロスのタイミングからトランジスタＴｒ１１をオンさせるまでの時間は、
可変抵抗器にて構成された調整ボリューム１０５により調整可能である。この調整ボリュ
ーム１０５は、スイッチング制御部１０４内のコンデンサと共に遅延回路を構成するもの
であり、この調整ボリューム１０５によって遅延回路の時定数を変化させ、トランジスタ
Ｔｒ１１をオンさせるタイミングを変化させることができ、延いてはモータ９３の回転数
を変化させることができる。
【０１２７】
　このように構成された本実施形態の電動ドライバ９０においても、モータ９３の通電経
路に２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２が直列に設けられていることにより、半導体スイッ
チの短絡故障に対する信頼性・安全性が十分に配慮された構成が実現されている。つまり
、仮にいずれか一方の半導体スイッチが短絡故障しても、他方の半導体スイッチが正常で
ある限り、モータ９３に常時電流が流れ続けてしまうことはない。
【０１２８】
　従って、本実施形態の電動ドライバ９０によれば、他の実施形態と同様、第１半導体ス
イッチＱ１又は第２半導体スイッチＱ２のどちらか一方が短絡故障してしまっても、他方
の正常な方をオフさせることでモータ９３への通電を停止させることができ、使用者の意
図に反してモータ９３が動作し続けてしまうのを防止することができる。
【０１２９】
　なお、本実施形態において、トリガスイッチ５１は本発明の第１操作スイッチに相当し
、第１半導体スイッチＱ１は本発明の第１半導体スイッチ手段に相当し、第２半導体スイ
ッチＱ２は本発明の第２半導体スイッチ手段に相当し、スイッチング制御部１０４は本発
明の制御手段に相当する。
【０１３０】
　［変形例］
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態は、上記実施形態
に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採り得る
ことはいうまでもない。
【０１３１】
　例えば、上記第１～第６実施形態では、通電経路において第１半導体スイッチＱ１を第
２半導体スイッチＱ２よりも上流側に設けたが、これはあくまでも一例であり、第２半導
体スイッチＱ２の下流側に第１半導体スイッチＱ１を設けてもよい。また、第１～第４実
施形態において、各半導体スイッチＱ１，Ｑ２の双方を共にモータの上流側に設けてもよ
いし、双方を共にモータの下流側に設けてもよい。第７実施形態についても同様であり、
通電経路上においてモータ９３と２つの半導体スイッチＱ１，Ｑ２をどのように接続する
かは、これらが直列接続される限り、適宜決めることができる。
【０１３２】
　また、上記各実施形態では、第１半導体スイッチＱ１を１つの半導体スイッチング素子
で構成したが、複数の半導体スイッチング素子にてこの第１半導体スイッチＱ１を構成し
てもよい。第１～第３、第７実施形態における第２半導体スイッチＱ２についても、複数
の半導体スイッチング素子にて構成してもよい。
【０１３３】
　また、第２実施形態の電動ヘッジトリマ２０は、使用者により操作される２つの操作ス
イッチ（グリップスイッチ３１及びトリガスイッチ３２）が共にオンされない限り、何れ
の半導体スイッチＱ１，Ｑ２もオンしない構成であったが、このような構成を第１、第４
、第５実施形態の充電式草刈機に適用してもよいし、第３実施形態の充電式ドライバ、第
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７実施形態の電動ドライバに適用してもよい。
【０１３４】
　逆に、第１実施形態の充電式草刈機１における、一方の操作スイッチ（ロックオフスイ
ッチ１１）がオンされれば第１半導体スイッチＱ１をオンさせ、他方の操作スイッチ（ト
リガスイッチ１２）がオンされれば第２半導体スイッチＱ２をオンさせるという構成を、
第２、第３、第６、第７実施形態にそれぞれ適用してもよい。
【０１３５】
　また、第４実施形態では、導通状態検出回路６３及び異常報知回路６４を設け、ロック
オフスイッチ１１がオフされているときに第１半導体スイッチＱ１が導通状態になってい
る（つまり短絡故障している）ならば使用者に異常を報知する構成としたが、このような
第１半導体スイッチＱ１の短絡故障の検出・報知機能は、他の実施形態に対しても同様に
適用することが可能である。
【０１３６】
　また、短絡故障が検出された場合の異常報知方法として、第４実施形態では発光ダイオ
ードＤ２を点灯させることにより使用者に対して視覚的に報知するようにしたが、これは
あくまでも一例であり、例えば、音声等によって聴覚的に報知するようにしてもよい。ま
た例えば、短絡故障が検知された場合、以後は使用者による操作に関係なく第２半導体ス
イッチＱ２を強制的にオフさせてモータが動作しないようにするようにしてもよい。この
ように強制的にオフさせる機能は、本発明の強制オフ手段が実行する機能に相当するもの
である。
【０１３７】
　また、上記第１～第６実施形態では、半導体スイッチを構成する半導体スイッチング素
子としてＭＯＳＦＥＴを用いた例を示し、第７実施形態ではトライアックを用いた例を示
したが、これはあくまでも一例であり、モータへの通電を導通・遮断する半導体スイッチ
を構成する半導体スイッチング素子としては、例えばバイポーラトランジスタ、サイリス
タ、ＩＧＢＴ、ＧＴＯなど、あらゆる種類のものを適用可能である。
【０１３８】
　また、上記第１実施形態の充電式草刈機１では、ロックオフスイッチ１１が押されてい
ない間はトリガスイッチ１２を引くことができず、また、両スイッチ１１，１２がオンさ
れた状態でロックオフスイッチ１１だけを離しても、トリガスイッチ１２を戻さない限り
ロックオフスイッチ１１は元の位置に戻らない構成であったが、このような各スイッチ１
１，１２の構成は一例であり、ロックオフスイッチ１１及びトリガスイッチ１２がそれぞ
れ単独でオン・オフできるように構成してもよい。
【０１３９】
　また、上記実施形態では、本発明を草刈機、ヘッジトリマ、及びドライバに適用した例
を示したが、これもあくまでも一例であって、モータを駆動源として動作するあらゆる電
動工具に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】第１実施形態の充電式草刈機の全体構成を示す斜視図である。
【図２】第１実施形態の充電式草刈機の構成を示す電気回路図である。
【図３】第２実施形態の電動ヘッジトリマの全体構成を示す側断面図である。
【図４】第２実施形態の電動ヘッジトリマの構成を示す電気回路図である。
【図５】第３実施形態の充電式ドライバの構成を示す電気回路図である。
【図６】第４実施形態の充電式草刈機の構成を示す電気回路図である。
【図７】第５実施形態の充電式草刈機の構成を示す電気回路図である。
【図８】第６実施形態の充電式ヘッジトリマの構成を示す電気回路図である。
【図９】第７実施形態の電動ドライバの構成を示す電気回路図である。
【符号の説明】
【０１４１】
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１，６０，７０…充電式草刈機、２…メインパイプ、３…モータユニット、４…刈刃、５
…飛散防護カバー、６…ギヤケース、７，５２，８７…バッテリ、８…ハンドル、９…右
手グリップ、１０…左手グリップ、１１…ロックオフスイッチ、１２，３２，５１…トリ
ガスイッチ、１３，４３，５３，６１，７１，８１，１００…制御回路、１４，４４，５
４，６２，７２，８２…ＣＰＵ、１５，１０１…定電圧電源回路、１６，７３～７８，８
３～８６…ゲート回路、１８，２５，５６，７９，９３…モータ、２０…電動ヘッジトリ
マ、２１…ハウジング、２２…グリップ、２３…プロテクタ、２４…シャーブレード、２
６…ギヤアッセンブリ、２７…電源コード、２８…把持部、２９…トリガ、３０…スイッ
チレバー、３１…グリップスイッチ、４１，９２…交流電源、４２…コンバータ、５０…
充電式ドライバ、５７…正逆切替スイッチ、６３…導通状態検出回路、６４…異常報知回
路、８０…充電式ヘッジトリマ、９０…電動ドライバ、９４，９５…界磁巻線、９６…電
機子巻線、１０２…トライアック出力フォトカプラ（フォトトライアック）、１０３…ト
ランジスタ出力フォトカプラ（フォトトランジスタ）、１０４…スイッチング制御部、１
０５…調整ボリューム、Ｑ１…第１半導体スイッチ、Ｑ２，Ｑ２０，Ｑ３０…第２半導体
スイッチ

【図２】 【図４】
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